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里
親
と
し
て
受
給
し
て
い
る
方

○�

児
童
の
兄
姉
な
ど
（
18
歳
に
達
す

る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
を

経
過
し
た
後
22
歳
に
達
す
る
日
以

後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
間

に
あ
る
方
）
が
就
職
な
ど
し
て
お

り
、
か
つ
第
３
子
以
降
加
算
の
算

定
対
象
と
な
っ
て
い
る
方

受
付
期
間 

６
月
１
日
（
月
）
～
30

日
（
火
）

問
合
先 

子
育
て
支
援
課
☎
㊷
８
７
０
９

　
児
童
の
養
育
状
況
が
変
わ
ら
な
い

場
合
は
、
現
況
届
の
提
出
は
不
要
で

す
が
、次
の
方
は
提
出
が
必
要
で
す
。

対
象
者
に
は
案
内
を
送
付
し
ま
す
。

◉
現
況
届
の
提
出
が
必
要
な
方

○�

離
婚
協
議
中
で
、
配
偶
者
と
別
居

し
て
い
る
方

○�

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
な
ど
に
よ

り
、
住
民
票
の
住
所
地
と
異
な
る

市
区
町
村
で
受
給
し
て
い
る
方

○�

法
人
で
あ
る
未
成
年
後
見
人
、施
設・

児
童
手
当
の
現
況
届
に
つ
い
て

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

を
決
め
る
基
準
で
あ
る
保
険
料
率

（
均
等
割
額
・
所
得
割
率
）
は
２
年

ご
と
に
見
直
し
ま
す
。

「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
（
納
付
）

金
分
」
の
新
設

　
子
ど
も
・
子
育
て
世
帯
を
社
会
全

体
で
支
え
る
た
め
、「
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
金
制
度
」
が
創
設
さ
れ
ま

し
た
。

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

に
は
、
令
和
８
年
度
か
ら
、
新
た
に

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
（
納
付
）
金

分
が
加
わ
り
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療　
保
険
料
率
が
決
定

兵庫県後期高齢者医療広域連合の保険料率

※
総
所
得
金
額
等
と
は
、
収
入
額
か
ら
公
的

年
金
等
控
除
額
、
給
与
所
得
控
除
額
、
必
要

経
費
を
差
し
引
い
た
金
額
で
す
。
た
だ
し
、 

社

会
保
険
料
控
除
、
扶
養
控
除
な
ど
の
所
得
控

除
額
は
含
み
ま
せ
ん
。　
　
　
　

医療分 均等割額 所得割率 賦課限度額

令和 8・9 年度 58,427 円 10.77％ 85 万円
令和 6・7 年度 52,791 円 11.24％ 80 万円

子ども分 均等割額 所得割率 賦課限度額

令和 8 年度 1,351 円 0.24％ 2.1 万円

※「子ども・子育て支援（納付）金分」を「子ども分」と
表記しています。子ども分の保険料率は、令和 8 年度から
令和 10 年度にかけて毎年度見直しされます。

国
民
健
康
保
険
税
の
改
正

◉
納
付
で
き
る
方

・�

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
（
産

前
産
後
免
除
期
間
も
納
付
可
能
）

・�

任
意
加
入
被
保
険
者
（
65
歳
以
上

の
方
を
除
く
）

※�

申
出
月
か
ら
の
加
入
と
な
り
、
遡

っ
て
加
入
は
で
き
ま
せ
ん
。

※�

ご
状
況
に
よ
り
加
入
で
き
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
日
本
年

金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
合
先 

市
民
課
☎
㊷
８
７
２
２

加
古
川
年
金
事
務
所

☎ 

０
７
９・４
２
７・４
７
４
０

　
国
民
年
金
の
定
額
保
険
料
（
月
額

１
万
７
９
２
０
円
）
に
加
え
て
付
加

保
険
料
（
月
額
４
０
０
円
）
を
納
付

す
る
と
、
老
齢
基
礎
年
金
に
「
付
加

年
金
」
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。
２
年

以
上
受
け
取
る
と
支
払
っ
た
保
険
料

以
上
の
付
加
年
金
を
受
給
で
き
ま
す
。

◉
付
加
年
金
額　
「
２
０
０
円
×
付

加
保
険
料
納
付
月
数
」

【
例
】
付
加
保
険
料
を
10
年
（
１
２
０

月
：
保
険
料
４
万
８
千
円
）
納
め
た

場
合
、
２
０
０
円
×
１
２
０
月
＝

２
万
４
千
円
（
年
間
受
給
額
）
が
老

齢
基
礎
年
金
額
に
プ
ラ
ス
さ
れ
ま
す
。

「
付
加
年
金
」で
将
来
の
年
金
額
を
増
や
せ
ま
す

低
所
得
者
世
帯
に
対
す
る
軽
減
判
定

基
準
額
の
引
き
上
げ

　
所
得
が
一
定
基
準
以
下
の
世
帯
を

対
象
と
し
た「
均
等
割
」お
よ
び「
平

等
割
」
の
軽
減
措
置
に
お
い
て
、
５

割
軽
減
と
２
割
軽
減
の
対
象
と
な
る

判
定
基
準
額
を
引
き
上
げ
ま
す
。

問
合
先 

国
保
医
療
課
☎
㊷
８
７
２
１

「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
制
度
」

の
新
設

　
少
子
化
対
策
を
社
会
全
体
で
支
え

る
た
め
、令
和
８
年
度
か
ら
子
ど
も・

子
育
て
支
援
納
付
金
分
が
保
険
税
に

加
わ
り
ま
す
。
お
預
か
り
し
た
支
援

金
は
、
国
を
通
じ
て
子
育
て
世
帯
の

支
援
に
役
立
て
ら
れ
ま
す
。

課
税
限
度
額
の
引
き
上
げ

　
高
齢
化
に
よ
る
医
療
費
の
増
加
を

背
景
に
、
中
間
所
得
層
の
負
担
を
抑
え

つ
つ
必
要
な
財
源
を
確
保
す
る
た
め
、

課
税
限
度
額
を
引
き
上
げ
ま
し
た
。

所得割率（所得に応じた負担） 0.29％
均等割額（1 人あたりの負担） 1,300 円※

均等割額（18 歳以上の被保険者） 100 円
平等割額（1 世帯あたりの負担） 900 円

※子ども（18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の方。
高校生年代）については、均等割額が全額軽減されます。

基礎課税額（医療）分 67 万円
後期高齢者支援金等分 26 万円

介護納付金分 17 万円
子ども・子育て支援納付金分 3 万円

合計 113 万円

5 割軽減 所得が 43 万円＋ 31 万円×（被保険者数および特定同一世
帯所属者数）＋ 10 万円×（給与所得者等の人数－ 1）

2 割軽減 所得が 43 万円 +57 万円×（被保険者数および特定同一世
帯所属者数）＋ 10 万円×（給与所得者等の人数－ 1）

●所得割額： 加入者の前年の所得に応じて計算される額　
●均等割額： 加入者 1 人あたりにかかる額
●平等割額： 1 世帯あたりにかかる額　●課税限度額： 各区分の税額の上限
●給与所得者等： 一定の給与収入、または公的年金等を受給している方

「子ども・子育て支援納付金」の税率・税額

課税限度額

軽減判定基準額

保
険
料
額
の
通
知
に
つ
い
て

　
個
人
ご
と
の
保
険
料
額
は
７
月
下

旬
頃
に
送
付
す
る
保
険
料
額
決
定
通

知
書
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

所
得
が
低
い
方
の
軽
減

　
世
帯
主
と
世
帯
内
の
被
保
険
者
の

令
和
７
年
中
の
総
所
得
金
額
等
が
一

定
額
以
下
の
世
帯
は
、
均
等
割
額
が

軽
減
さ
れ
ま
す
。

保
険
料
の
計
算
方
法

　
年
間
の
保
険
料
は
、
被
保
険
者
一

人
ひ
と
り
が
均
等
に
負
担
す
る
「
均

等
割
額
」
と
、
前
年
の
所
得
に
応
じ

て
負
担
す
る
「
所
得
割
額
」
を
合
計

し
て
計
算
し
ま
す
。

【
医
療
分
】

【
子
ど
も
分
】

均
等
割
額　
　

均
等
割
額　
　
５
万
８
４
２
７
円

＋

所
得
割
額

所
得
割
額　　

（
総
所
得
金
額
等

－

43
万
円
）　　

　
　
　
　
×
所
得
割
率
10
・
77
％

＝

保
険
料
額
（
年
額
）

保
険
料
額
（
年
額
）  

上
限
85
万
円

均
等
割
額　
　
　
　

均
等
割
額　
　
　
　
１
３
５
１
円

＋

所
得
割
額

所
得
割
額　　

（
総
所
得
金
額
等

－

43
万
円
）　　

　
　
　
　
×
所
得
割
率
０
・
24
％

＝

保
険
料
額
（
年
額
）

保
険
料
額
（
年
額
）  

　
　
　
　
　
　
上
限
２・１
万
円

総所得金額等（被保険者全員＋世帯主）
が次の基準額以下の世帯 軽減割合 軽減後均等割額（年額）

基礎控除額（43 万円）
＋ 10 万円 ×（年金・給与所得者数－ 1）

7.2 割 医療分　	 16,359 円

7 割 子ども分　	 405 円
基礎控除額（43 万円）
＋ 31 万円×被保険者数
＋ 10 万円×（年金・給与所得者数－ 1）

5 割
医療分　	 29,213 円

子ども分　	 675 円
基礎控除額（43 万円）
＋ 57 万円×被保険者数
＋ 10 万円×（年金・給与所得者数－ 1）

2 割
医療分　	 46,741 円

子ども分　	 1,080 円

※
65
歳
以
上
の
公
的
年
金
受
給
者
は
、
年

金
所
得
の
範
囲
内
で
最
大
15
万
円
を
控
除

し
て
軽
減
判
定
し
ま
す
。

※
医
療
分
の
７
割
軽
減
対
象
者
は
、
令
和

８・
９
年
度
の
み
特
例
措
置
に
よ
り
７・
２

割
軽
減
と
な
り
ま
す
（
子
ど
も
分
に
は
こ

の
特
例
措
置
は
あ
り
ま
せ
ん
）。　

被
扶
養
者
で
あ
っ
た
方
の
軽
減

　
制
度
加
入
の
前
日
に
、
会
社
の
健

康
保
険
な
ど
の
被
用
者
保
険
の
被
扶

養
者
で
あ
っ
た
方
は
、
所
得
割
額
が

か
か
ら
ず
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
被
保
険
者
と
な
っ
て
か
ら
２
年
間

は
均
等
割
額
が
５
割
軽
減
さ
れ
ま

す
。
こ
の
場
合
の
年
額
は
、
医
療

分
２
万
９
２
１
３
円
、
子
ど
も
分

６
７
５
円
と
な
り
ま
す
。

※�

国
民
健
康
保
険
、
国
民
健
康
保
険

組
合
に
加
入
し
て
い
た
方
は
対
象

外
で
す
。

※�

世
帯
の
所
得
が
低
い
方
の
軽
減
に

も
該
当
す
る
場
合
は
、
軽
減
割
合

の
高
い
方
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

問
合
先 

兵
庫
県
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
（
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
）

☎
０
７
８・３
２
６・２
０
２
１

国
保
医
療
課
☎
㊷
８
７
９
６


